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○宮古島市地域活性化モデル地区支援事業補助金交付要綱 

平成25年５月10日 

告示第75号 

改正 平成30年２月28日告示第23号 

宮古島市地域活性化モデル地区支援事業補助金交付要綱（平成24年宮古島市

告示第53号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 市長は、財団法人沖縄県市町村振興協会市町村配分金交付金（ハロウ

ィンジャンボ宝くじ収益金）を活用し、地域の個性及び資源を活かした「自

主的で個性豊かな活力ある地域づくり」を推進しようとする地域をモデル地

区とし、その地区で活動する地域づくり団体等が行う事業に要する経費につ

いて、宮古島市地域活性化モデル支援事業補助金（以下「補助金」とい

う。）を交付するものとし、その交付に関しては、財団法人沖縄県市町村振

興協会市町村配分金交付規程、宮古島市補助金等交付規則（平成17年宮古島

市規則第48号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱に定

めるところによる。 

（平30告示23・一部改正） 

（補助対象事業） 

第２条 この補助金の対象となる事業は、次に掲げる事業を行うことにより地

域が活性化すると認められるものとする。 

(1) 地域の伝統、文化の保存・活用を図る事業 

(2) 地域の自然環境保全、景観づくりを図る事業 

(3) 地域の特性を活かした産業振興のための事業 

(4) 安心、安全な地域づくりを図るための事業 

(5) 地域の福祉・健康づくりを図る事業 

(6) 青少年の健全育成を図る事業 

(7) 事業に対して必要不可欠な備品の購入 

(8) その他、地域の活性化に必要と認められる事業 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業については補助対象としない。 

(1) 営利を目的とする団体、政治団体又は宗教団体が行う事業 
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(2) 国、県又は市等、他の補助がある事業 

(3) 市長が適当でないと認めた事業 

（対象経費） 

第３条 補助金の交付対象となる経費は、補助金の目的を達成するために直接

必要な経費とする。 

２ 前項の規定に関わらず、次に掲げる経費は補助対象としない。 

(1) 団体の管理、運営に要する経常的な経費。 

(2) 団体の構成員に対する食糧費。ただし、事業実施に必要欠くことので

きないものは対象とする。 

(3) その他市長が適当でないと認めたもの 

（補助対象者） 

第４条 補助対象者は、地域活動に貢献が期待できる次に掲げる者とする。 

(1) 構成員が５人以上であること。 

(2) 市内に活動の拠点を有していること。 

(3) 運営や組織に関する規約又は会則を定めていること。 

(4) 政治、宗教又は営利を目的としていないこと。 

（補助期間） 

第５条 補助期間は、単年度を原則とし事業の内容によっては３年以内とす

る。ただし、市長が特に必要と認めるものについては、１年を限度として期

間を延長することができるものとする。 

（補助金額等） 

第６条 補助金の交付額は１団体上限100万円とし、予算の範囲内で決定す

る。ただし、市長が特に必要と認めるものについては、その限りではない。 

（補助金の交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者は、宮古島市地域活性化

モデル地区支援事業補助金交付申請書（様式第１号）を市長に提出しなけれ

ばならない。 

（補助金交付の決定及び通知） 

第８条 市長は前条の規定による補助金交付申請書を受理したその内容を審査

し、適当と認めたときは、規則第４条第１項の規定により交付決定を行い、
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宮古島市地域活性化モデル地区支援事業補助金交付決定通知書（様式第２

号）により申請者に通知するものとする。 

（計画変更・中止の申出） 

第９条 補助事業者は、補助金の交付決定通知を受けた後において補助事業の

計画を変更若しくは、中止をする場合は、宮古島市地域活性化モデル地区支

援事業補助金計画変更・中止申出書（様式第３号）を直ちに提出し、市長の

承認を受けなければならない。 

（実績報告） 

第10条 補助金の交付決定を受けた事業を完了又は中止したときは、その日か

ら起算して30日、又は当該事業年度の末日いずれか早い期日までに、宮古島

市地域活性化モデル地区支援事業実績報告書（様式第４号）に領収書の写し

及び事業記録写真を添えて、市長に提出しなければならない。 

（補助金額の確定等） 

第11条 市長は補助金の実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、

適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し宮古島市地域活性化モ

デル地区支援事業補助金交付額確定通知書（様式第５号）により通知を行

い、その額を交付するものとする。 

（補助金の交付請求） 

第12条 規則第15条の規定により補助金の交付を受ける場合は、宮古島市地域

活性化モデル地区支援事業補助金交付請求書（様式第６号）によるものとす

る。 

２ 概算払により補助金の交付を受けようとするときは、宮古島市地域活性化

モデル地区支援事業補助金交付概算払い請求書（様式第７号）によるものと

する。 

（補助金の返還等） 

第13条 市長は、この補助金の交付決定又は交付を受けた団体が、この要綱に

違反又は虚偽の申請等を行ったことが認められたときは、宮古島市地域活性

化モデル地区支援事業補助金返還命令書（様式第８号）により期限を定め

て、補助金の一部若しくは全部の返還を求めることができる。 

（その他） 
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第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。 

附 則 

この告示は、公布の日から施行し、平成25年４月１日から適用する。 

附 則（平成30年２月28日告示第23号） 

この告示は、公布の日から施行する。 
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様式第１号（第７条関係） 

様式第２号（第８条関係） 

様式第３号（第９条関係） 

様式第４号（第10条関係） 

様式第５号（第11条関係） 

様式第６号（第12条関係） 

様式第７号（第12条関係） 

様式第８号（第13条関係） 

 


